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関係団体の長 殿 
 

大分県大分土木事務所長 
 
 

大在大分港線大商前（Ⅱ）横断歩道橋修繕工事にかかる高さ制限について 
 
 

平素より本県の土木行政につきましてご理解とご協力をいただきありがとうござい

ます。 
さて、標記のことについて、令和５年５月８日から令和５年１２月１日（予定）まで

歩道橋修繕工事を行ないます。これに伴い高さ制限を３．８メートルとし、今後、おお

いた防災情報ポータルや道路看板にて注意喚起を行ないます。 
つきましては、安全な通行をお願いするとともに、高さ制限について貴協会員あて周

知していただきたくご連絡いたします。 
なお、高さ３．８メートル以上の車両につきましては、道路管理者から特殊車両の通

行許可を受けることが必要である旨申し添えます。 
 
※前回の大商前（Ⅰ）横断歩道橋修繕工事の際に、キャリアカーや重機の接触事故が

３件ありました。 
 
※おおいた防災情報ポータル https://oita-bosai.secure.force.com/ 
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 道路保全課 小西 
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管理課   岩武 
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